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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電気学会（IEEJ）及び一般財団

法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本

産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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電磁両立性－第 3-100 部：限度値－ 

2 kHz を超え 9 kHz 以下の周波数帯における 

電流エミッション限度値 

Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 3-100: Limits- 

Limits for current emissions in frequency band of over 2 kHz up to 9 kHz 

 
1 適用範囲 

この規格は，商用電源系統に流入する 2 kHz を超え 9 kHz 以下の周波数の電流エミッションの限度値及

び判定方法について規定する。ただし，60 Hz 専用機器においては，“2 kHz を超え 9 kHz 以下”を“2.4 kHz

を超え 9 kHz 以下”と読み替える。 

この規格は，100 V 商用電源系統に接続する電気・電子機器に適用する。 

この規格の目的は，100 V 商用電源系統に接続する電気・電子機器を対象に，2 kHz を超え 9 kHz 以下の

周波数の電流エミッションの限度値及び判定方法を設定し，100 V 商用電源系統に接続する他の電気・電

子機器に対して，性能低下及び障害を与えることを防止することである。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 60050-161 EMC に関する IEV 用語 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 60050-161 によるほか，次による。 

3.1 

商用電源系統 

一般送配電事業の用に供する配電系統，及びそれと電気的に接続されている需要家配線（コンセントを

含む。）。 

3.2 

供試機器 

適用範囲に該当し，判定を行う電気・電子機器。 

3.3 

スイッチング回路 

電源回路において，スイッチング（オンオフ制御）を行う半導体デバイスによって電力変換を行う回路。 


